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� 移住交流住宅施策で新年度から実施

「空き家」の有効活用を

� 早期着手で対応

介護保険制度の改正への取り組みは

� 計画的な行政運営と健全財政

長期振興計画の事業実績は

� 二度と同じ過ちを犯さない事

町長の考える責任のとりかたは

　

住
宅
は
戸
建
て
の
み
を
対
象

と
し
、
買
い
主
・
借
り
主
は
町

内
外
を
問
わ
な
い
。

　

物
件
紹
介
は
国
の
地
方
創
生

先
行
型
の
交
付
金
活
用
を
考
え

て
い
る
。

建
設
課
長

　

国
の
空
き
家
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に

よ
り
、
町
も
空
き
家
対
策
を
推

進
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
有
利

な
交
付
金
等
が
あ
れ
ば
活
用
し

て
い
き
た
い
。
総
合
的
に
検
討

し
判
断
し
て
い
く
。

企
画
財
政
課
長

　

定
住
移
住
交
流
の
促
進
を
図

っ
て
い
く
た
め
に
、
移
住
体
験

に
つ
い
て
も
前
向
き
に
検
討
し

て
い
き
た
い
。

市
村
　
千
恵
子
　
議
員

町
は
4
月
か
ら
、
空
き
家

の
有
効
活
用
を
実
施
し
て
い
く

と
明
言
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ

う
な
内
容
で
実
施
し
て
い
く
考

え
か
。
ま
た
次
の
点
の
考
え
は

あ
る
か
問
う
。

1
、
空
き
家
を
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
の
補
助
の
対
象
に
。

2
、
移
住
体
験
住
宅
な
ど
の
設

置
の
考
え
は
。

企
画
財
政
課
長

　

移
住
交
流
住
宅
施
策
の
一
環

と
し
て
新
年
度
か
ら
事
業
を
始

め
る
。
売
買
や
賃
貸
借
を
考
え

る
所
有
者
の
空
き
家
を
公
募
し
、

実
際
の
管
理
や
契
約
等
は
宅
建

業
者
が
行
う
。

　

町
は
空
き
家
の
募
集
・
登

録
・
借
り
手
の
募
集
、
宅
建
業

者
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
。
ま

た
、
宅
建
業
者
と
所
有
者
と
で

売
買
価
格
や
家
賃
等
の
条
件
設

定
を
し
、
宅
建
業
者
か
ら
報
告

を
受
け
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
物
件
紹
介
を
行
っ
て
い
く
。

問

み
だ
が
、
全
国
で
は
7.2
％
に
当

た
る
114
自
治
体
が
移
行
を
予
定

し
て
い
る
。

　

当
町
は
、
平
成
21
年
度
よ
り

介
護
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
事
業
を

始
め
て
お
り
、
現
在
70
名
ほ
ど

が
は
つ
ら
つ
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し

て
登
録
し
、
来
年
度
か
ら
は
50

名
の
方
に
住
民
主
体
に
よ
る
通

所
型
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
だ
く
予
定
で

あ
る
。

　

早
期
着
手
に
よ
る
補
助
金
は

一
年
遅
ら
せ
る
ご
と
に
、
毎
年

500
万
円
減
額
さ
れ
る
。

町
長

　

現
在
、
地
域
包
括
セ
ン
タ
ー

は
、
正
規
職
員
3
名
と
臨
時
職

員
3
名
の
6
名
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
は
高
齢
者
の
人
口

も
増
え
て
い
く
の
で
、
当
然
体

制
の
強
化
も
必
要
だ
と
考
え
て

い
る
。

奥
田
　
敏
治
　
議
員

介
護
保
険
制
度
が
大
幅
に

改
正
さ
れ
、
4
月
か
ら
新
制
度

が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
主
な
改
正

点
と
改
正
に
と
も
な
う
町
の
取

り
組
み
を
問
う
。

1
、
主
な
改
正
内
容
は
。

2
、
町
が
他
町
村
に
先
が
け
て

行
う
地
域
支
援
事
業
の
理
由
と

内
容
は
。

3
、
現
在
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る
要
支
援
1
・
2
の
方
は

ど
う
な
る
の
か
。

4
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

態
勢
の
強
化
は
。

保
健
福
祉
課
長

　

制
度
改
正
は
、
高
齢
者
が
で

き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で

生
活
の
継
続
を
目
指
す
地
域
包

括
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
費
用

負
担
の
公
平
化
、
予
防
給
付
の

地
域
支
援
事
業
へ
の
移
行
、
特

別
養
護
施
設
の
新
規
入
所
者
を

要
介
護
3
以
上
に
限
定
す
る
内

容
で
あ
る
。

　

27
年
度
は
県
内
で
は
当
町
の

問

町
民
課
長

　

御
代
田
町
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ

ー
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
平
成
17
年
2

月
に
、
住
民
、
事
業
者
、
行
政

の
三
者
が
一
体
的
に
取
り
組
む

施
策
と
し
て
、
策
定
さ
れ
た
。

　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
目
標
の

量
と
し
て
、
8
万
余
ギ
ガ
ジ
ュ

ー
ル
と
定
め
た
。
導
入
実
績
は

24
年
度
で
57
％
で
今
後
も
新
エ

ネ
ル
ギ
ー
導
入
奨
励
金
交
付
事

業
は
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

産
業
経
済
課
長

　

道
の
駅
は
、
通
年
営
業
で
の

健
全
経
営
を
図
る
た
め
に
は
、

町
内
で
現
在
営
業
し
て
い
る
直

売
所
は
も
と
よ
り
、
農
業
委
員

会
、
商
工
会
、
Ｊ
Ａ
等
関
係
団

体
と
、
十
分
な
協
議
が
必
要
と

な
る
。

　

27
、
28
年
度
で
関
係
団
体
と

検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
、

6
次
産
業
化
を
視
野
に
入
れ
、

検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

池
田
　
健
一
郎
　
議
員

第
4
次
振
興
計
画
は
、
最

終
年
度
に
な
る
が
、
そ
の
達
成

度
は
。

1
、
生
活
環
境
の
整
備
、
平
和

台
団
地
関
連
の
整
備
、
町
住
及

び
県
住
に
対
す
る
対
応
。

2
、
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
、

「
町
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ

ョ
ン
」
を
制
定
後
の
実
績
は
。

3
、
交
流
と
ふ
れ
あ
い
の
郷
づ

く
り
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
は

動
き
出
し
た
が
、
道
の
駅
、
直

売
所
、
加
工
施
設
等
は
ど
の
よ

う
に
進
め
て
い
る
か
。

建
設
水
道
課
長

　

平
和
台
団
地
は
平
成
25
年
度

に
2
棟
6
戸
を
用
途
廃
止
し
、

26
年
度
は
6
棟
22
戸
の
取
り
壊

し
を
し
た
。

　

一
昨
年
度
ま
で
の
管
理
戸
数

は
79
戸
が
今
年
度
末
で
51
戸
、

来
年
度
末
は
37
戸
の
予
定
で
あ

る
。

問

の
問
題
は
性
格
が
全
く
違
う
と

思
う
。
一
点
は
開
園
日
が
遅
れ

た
事
、
も
う
一
点
は
補
助
金
を

満
額
受
け
ら
れ
ず
2
千
500
万
円

の
一
般
財
源
の
投
入
の
必
要
が

生
じ
た
事
。
私
の
22
年
間
の
こ

の
世
界
の
中
で
も
非
常
に
大
き

な
失
敗
と
認
識
し
て
い
る
。

　

責
任
の
と
り
方
は
、
自
ら
と

る
辞
職
と
減
給
。
議
会
が
責
任

を
求
め
る
問
責
決
議
・
辞
職
勧

告
決
議
・
不
信
任
決
議
。
住
民

が
解
職
を
求
め
る
リ
コ
ー
ル
が

あ
る
。

　

今
回
私
は
自
ら
責
任
を
と
る

減
給
の
対
応
を
す
る
。
減
給
に

つ
い
て
は
議
会
最
終
日
に
提
出

す
る
。

古
越
　
弘
　
議
員

茂
木
町
長
も
2
期
8
年
間
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
し
な

が
ら
町
政
を
行
っ
て
き
た
。

　

当
然
の
事
な
が
ら
、
す
べ
て

順
風
満
帆
と
は
い
か
ず
議
会
・

区
長
会
等
に
苦
し
い
説
明
や
答

弁
を
し
、
時
に
は
陳
謝
し
た
り
、

減
給
し
た
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

　

今
ま
で
そ
の
時
々
に
責
任
を

と
り
乗
り
切
っ
て
き
た
が
、
今

回
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
問

題
に
対
し
自
身
の
考
え
る
責
任

と
責
任
の
と
り
か
た
に
基
準
は

あ
る
か
。

町
長

　

大
変
ご
迷
惑
を
か
け
た
が
、

大
事
な
こ
と
は
二
度
と
同
じ
過

ち
を
犯
さ
な
い
事
。
過
去
は
妥

当
な
責
任
を
と
り
対
処
し
て
き

た
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
対
応
の
ま
ず

さ
や
ミ
ス
を
き
ち
ん
と
受
け
と

め
教
訓
と
す
る
こ
と
が
最
大
の

目
的
と
考
え
る
。

　

今
回
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン

問

町長室

平和台町営住宅跡地有効活用された家


